
令和７年度 全国安全週間実施準備指導会

「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」
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郡山労働基準監督署
安全衛生課長 髙橋 貴大

熱中症対策にかかる労働安全衛生規則の改正について
～令和７年６月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます～



はじめに、熱中症とは
「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分（ナトリ

ウムなど）のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な
調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。
症状として、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分

の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、
高体温などが現われます。
熱中症にはさまざまな症状が現れますので、それぞれに病名がつ

けられています。

2



3



用語
何らかの方法で、熱中症患者の身体を冷却すること。熱中症診療ガイドラ

イン2015 では、「体温管理」「体内冷却」「体外冷却」「血管内冷却」「従
来の冷却法（氷囊、蒸散冷却、水冷式ブランケット）」「ゲルパッド法
（ Arctic Sun® ,Medivance）」「ラップ法（水冷式 冷却マットで体幹および
四肢を被覆する；Gaymer Medi-Therm® , Gaymar）」などと記載されていた
のを「Active Cooling」に包括的に記載を統一する。

ただし、Passive Cooling（冷蔵庫に保管していた輸液製剤を投与すること
や、クーラーや日陰の涼しい部屋で休憩すること）は含まない。

Active Cooling

Active Cooling のうち、高度な体温管理機器を用いない冷却方法であり、冷
水浸水 (Cold water immersion) 、蒸散冷却（evaporative plus convective 
cooling）、胃洗浄（Cold watergastric lavage）、膀胱洗浄（Cold water 
bladder irrigation）、局所冷却（Ice packs）があげられる。

従来のActive Cooling

冷蔵庫に保管していた輸液製剤を投与することや、クーラーや日陰の涼し
い部屋で休憩すること。熱中症診療ガイドライン2015 では「冷所での安静」
と記載されていた。

Passive Cooling
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夏季の気温と職場における全国の「熱中症」の労働災害発生状況
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熱中症の死傷者
が10年前と比べ
て倍以上！

気温も1度以上
上昇！
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令和２年から令和５年の熱中症による死亡災害

１００件の内訳

求めるられる対策



職場における熱中症対策の強化について（令和7年6月1日施行）

熱中症による死亡災害の多くが、
「初期症状の放置、対応の遅れ」

を原因としていることを受け、

「熱中症の発生リスクが高い作業を行わせる場合の措置」
が、新たに事業者に

「義務付け」
られました。
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• 根拠条文 安衛法第２２条 安衛則第６１２条の２ （新設）



以下の措置が事業者に義務付けられます
1 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあら
かじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
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（※）熱中症を生ずるおそれのある作業
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ＷＢＧＴ値とは



実施事項
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第169回労働政策審議会安全衛生分科会
2024.10.24 【労働新聞 ニュース】

ガイドラインに法的根拠
厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害が増加傾向にあること

から、対策を強化する方針だ。エイジフレンドリーガイドライン
で求めている身体機能の低下を補う設備・装置の導入など職場環
境・作業環境の改善に関する措置を企業の努力義務とする案を、
令和6年10月15日に開いた労働政策審議会安全衛生分科会で示し
ている。同ガイドラインに法律上の根拠を与えることで、取組み
の適切かつ有効な実施を図るのが狙い。使用者委員からは慎重な
検討を求める声が出ている。 16

熱中症の危険



全国の熱中症死亡災害事例１
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災害発生当日、被災者Aは、午前9時頃から12時頃まで所属す
る会社の炎天下の資材置場において、足場の部材等の整理整頓
を行い、休憩室で1時間昼休みした。

午後からは、新築工事現場にトラックで移動し、同僚作業者
B、Cおよび被災者Aの3名で、足場の解体作業および解体した足
場資材をトラックに積み込む搬出作業を行なった。

当日は朝から暑く、最高気温が37.4度に達する猛暑であった。
被災者Aが作業していた作業場所は、屋根等の直射日光を遮る
設備はなかった。午後3時ごろ、同僚Bは、被災者Aが非常に気
分が悪そうに見えたので、1時間程度日陰の場所で休ませた。

午後4時頃から被災者Aは、作業を再開したが、足元がふらつ
いて災害をおこす危険があったので、元請X社の現場責任者が
作業を停止させ、日陰の場所で再び休ませた。

午後5時頃、被災者は、吐き気を催し、症状がひどくなった
ため、救急車で病院に搬送され、熱中症であると診断され、そ
の後多臓器不全のため死亡した。

出典：職場の安全サイト

労働者が熱中症の症状を呈したときは、一人にせず、作業離脱、身体冷却を行い、症状が回復しな
いときは重症と見なし、直ちに病院に搬送し、診察、治療を受けさせること。



全国の熱中症死亡災害事例２
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災害発生日、被災者は、午前8時30分から通常の板バネを検
査する作業始め、1時間ごとに10分程度の休憩を取りながら作
業を行っていた。12時に昼の休憩に入り、食事をとりながら同
僚に「足がだるい」と話したが、休憩後も通常作業に就いた。

午後2時に10分の休憩をとった後、30分ほど経過したとき、
被災者が作業位置で倒れているのを同僚が見て、直ちに救急車
により病院に搬送し治療を受けたが、3時間後に熱中症により
死亡した。

板バネ製造工程では焼き入れで約900度に加熱さ、暑熱の作
業環境下にあり、被災者の作業位置では40度を超える室温で
あった。また災害発生日は、最高気温が35℃に達する猛暑で
あった。

出典：職場の安全サイト

労働者が熱中症の症状を呈したときは、一人にせず、作業離脱、身体冷却を行い、症状が回復しな
いときは重症と見なし、直ちに病院に搬送し、診察、治療を受けさせること。



ご安全に！
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